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「地域に勤務する公務員の給与に関する研究会」 

基 本 報 告（概 要） 
 

本研究会は、人事院事務総長から、国家公務員（以下「公務員」という）を対象に、

地域に勤務する公務員にふさわしい給与の在り方について検討を行うよう依頼を受け、

昨年９月以来、16回にわたり、各方面からのヒアリングや、公務員の人事・給与の制度

と実情の分析を行いつつ、具体的な措置の方向について様々な角度から検討を重ねた。 

今般、その結果を提言として、取りまとめ、報告を行ったものである。 

 

主な提言 

 

① 公務員の給与水準を民間準拠方式により決定することは妥当であるが、民間企業

における人事・組織形態の変化に応じた調査・比較方法の見直しは必要である 

② 地域における官民の給与の状況を見ると、現在の公務員給与の地域差は不十分で

あり、今まで以上に地域の民間給与等を反映させることが必要である 

③ 地域の民間給与をより反映させるため、俸給等を引き下げることも念頭に置い

て、支給地域、支給割合等を基本的に見直した地域手当を導入する 

④ 給与の地域差を拡大する場合には、必要な転勤を円滑に行えるようにするため、

転勤の在り方を見直し、総数を縮減していくことを前提に、転勤により給与額が下

がる場合には、一定期間、逓減型の転勤手当（仮称）を支給する 

⑤ 地域に勤務する公務員の給与の問題に基本的に対応するためには、年功的な運用と

なりがちな給与制度全体の見直しが必要であり、給与カーブのフラット化や昇給制度

の在り方の見直し、職務に応じた処遇の徹底、ボーナスの成績査定分の拡大等が必要

である 

 

検討に当たって ～ 研究会の問題意識               （報告P1） 

 

○ これまで公務員給与は、民間準拠による外部との均衡や部内均衡を中心に制度設

計を行い、地域別の給与の在り方は部内配分の問題として必ずしも重視してこなか

ったことが、給与制度の運用が年功的になっていることとあいまって、地域に勤務

する公務員の給与に対する批判の背景となっている。 



 

-  - 2

○ 民間企業や諸外国公務員制度においては、成果・実績重視の人事・給与体系への

見直しが進められている。公務員給与を、公務内外の諸情勢の変化に対応させてい

くためには、公務部内での公平、外部との公平のほか、個人の公平（成績に応じた

処遇）に配慮し、給与制度全体の在り方について抜本改革を進めることが、国民の

批判に応え、広く国民の理解を得る上で必要である。 

○ 公務員給与の検討に当たっては、有為な人材を公務に誘致し、能率的な公務運営

を通じて国民に良質な行政サービスを提供する必要があること及び労働基本権制約

の下での職員の適正な処遇の確保が求められることについて、納税者たる国民や公

務の労使双方の理解を得ていくことが必要である。 

 

公務員人事・給与の制度と実情 

 

１ 公務員の在職実態等                      （報告P4） 

○ 一般職非現業国家公務員（職員）（約48万人）は、広く国民に多様な行政サービ

スを提供するため、本府省のほか離島・山間へき地を含め全国各地で勤務している。 

○ 人事管理は各府省ごとに職種・職域、採用試験の区分等の別により行われており、

異動を繰り返しながら昇進していくのが一般的である。 

○ 全国均一の行政サービスの提供、官民癒着の防止、昇進管理等の人事管理上の必

要性等から住居を異にする転勤が行われており、民間企業に比べてその頻度が高い。 

 

２ 公務員給与の制度と実情                    （報告P6） 

○ 公務員給与は社会一般の情勢に適応させるものとされており、そのための基本的

な方法として、官民給与の調査・比較を通じ、全国で見て公務員給与を民間の給与

水準に均衡させている（民間準拠）。 

＊ 企業規模100人、事業所規模50人以上の全国7,900の民間事業所を実地調査 

＊ 主な給与決定要素（仕事の種類、役職段階、学歴、年齢、勤務地域）を同じくするもの

同士を「ラスパイレス方式」で対比し、全体較差を算出 ━ 地域別民間賃金の状況も反映 

○ 公務員給与は、民間の賃金・物価・生計費が特に高い地域に在勤する職員に支給

される調整手当（俸給等の一定率（最高12％））と、本府省・地方機関等の組織段

階に応じた職務の級への格付けによって一定の地域差が生じている。職員の平均給

与のブロック別地域差は、行政職(一)の場合、全国を100として95（北海道）～107

（東京都）である。 

＊ 現行の俸給表は、各級の金額の上下幅が大きく、級間の水準の重なりが大きいため、昇
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給によって給与水準が年功的に増加 

＊ 普通昇給は本来査定昇給だが自動昇給に近い運用となっているほか、特別昇給や勤勉手

当、昇格などの成績反映の仕組みも、年功的な運用に陥っているとの批判 

○ 民間における平均賃金のブロック別地域差は、全国を100として87（北海道、東

北）～116（東京都）である。また、賃金の地域差を役職別で見ると、公務内での地

域差の状況に近付くが、民間における差の方が公務内での差より大きい。一方、全

国展開を行っている同一企業内での地域差は大きくなく、地元企業との間の「民

民」格差があると考えられるが、地域分社化や勤務地限定社員制度の導入などの取

組も認められる。 

 

論点ごとの検討 

 

１ 民間準拠方式                         （報告P17） 

○ 現行のラスパイレス方式を用いた民間準拠方式による全体の給与水準決定は、客

観的な指標として納得性が高く、昨今のマイナス方向での改定にあっても適切に機

能しており、その考え方や基本的な比較方法は今後とも維持するのが妥当である。 

○ 民間給与実態調査について、民間企業における組織・役職段階のフラット化や組

織・人員のスリム化等を踏まえ、役職者の定義の見直しやスタッフ職を調査対象と

することについて検討する必要がある。基幹となる支店従業員は、本店で一括採用

されている場合が多いことを踏まえ、調査における支店従業員の取扱いについても

検討していく必要がある。さらに、企業規模のスリム化により対象従業員数の減少

が進む場合には、調査対象企業の在り方について改めて検討する必要がある。 

 

２ 今後の公務員給与の決定原則                  （報告P20） 

○ 公務員給与の基本は、今後とも職務に置くことが最も明確で公務内外の納得性も

高い。その上で、職員の実績や業績を適切に評価し、これらを反映できる制度・運

用に改めていく必要がある。 

 

３ 地域の給与差の反映の在り方                  （報告P22） 

○ 本研究会においては、国家公務員である以上、地方公務員と異なり、必ずしも地

域の民間給与にそろえる必要はないとの意見もあったが、地域における官民の給与

の状況を見ると、現在の公務員給与の地域差は不十分であり、転勤や人材確保を十

分に考慮しつつ、今まで以上に地域の民間給与等を反映させていくことが必要との
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意見であった。 

○ 地域の実情を表す主な指標としては、地域の物価及び生計費も反映される民間賃

金を基本とするのが適当である。 

○ 本府省と地方機関等のそれぞれのポストについて、適切な職務評価を行うことを

通じて給与差を確保することも重要であり、民間における手法も踏まえつつ、新た

な職務評価を実施していくことが課題である。 

 

具体的な措置（給与制度の改革）の方向 

 

１ 俸給による対応                        （報告 P25） 

○ 地域等に応じた複数の俸給表を設ける案も検討したが、職務給原則の下で、組織

としての一体性や人材確保を進めるためには、全国共通型の俸給表を維持すること

が適当との結論に至った。この場合には、年功的な俸給表構造の見直しと、地域関

連手当の抜本的な見直しを併せて行うことがその前提とされた。 

○ ただ、実態として転勤が少なく、都道府県内あるいはブロック組織（管区）内の

異動に限られる人事グループについては、今後、地域限定勤務俸給表を設定するこ

とができないか、更に検討すべきとの意見もあった。 

 

２ 手当による対応                        （報告 P27） 

(1) 新たな地域手当 

○ 現行の調整手当を、主として都市部の民間賃金に着目し、支給地域、支給割合等

を基本的に見直した、新たな地域手当に再構築する。 

○ 支給地域の単位は、転勤の実態等を踏まえ、現行の市町村単位からより広域化を

図ることが望ましいが、具体的には専門的・多面的に検討を行うべきである。 

○ 全体の給与原資の中で俸給と手当の配分を見直し、俸給等を引き下げることをも

念頭に置いた上で、地域差をできるだけ反映できるよう措置する。 

  (2) 転勤手当 

○ 公務における転勤は、諸外国の場合とは異なり公務運営上の必要性に基づき職務

命令で行われる。転勤は、経済的負担及び心身の負担を伴うため、必要な転勤につ

いては給与処遇の面からの措置が必要である。 
○ 転勤の在り方を見直し、総数を縮減していくことを前提に、必要な転勤の円滑化

のため、転勤により給与額が下がる場合には、一定期間、転勤前の地域手当額から

の減額分を補う逓減型の転勤手当を支給する。 
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○ 不適切な運用（ワンタッチ）を防止するため転勤前の在勤地での勤務期間に要件

を設定する。 

 

３ 給与構造の見直し                       （報告P33） 

○ 年功的給与上昇を抑制する観点からは、①昇給制度を含めた給与カーブの見直し

（フラット化）、②等級間の重なりの縮小など、俸給表の構造自体を改めることが

必要である。 

○ 公務員の早期退職慣行の是正・在職期間の長期化が求められる中、職責反映を徹

底するとともに職員の士気を確保する観点から、①等級構成の再編、②適切な職務

評価に基づく等級格付の適正化、③細かな時々の具体的な職務・職責の違いを適切

に反映させるための職責手当の新設、④本府省組織等を中心に複線型人事制度の導

入に併せ、スタッフ職を対象とした俸給表の新設、⑤ボーナスにおける成績査定分

の拡大、などについても検討すべきである。 

 
その他の提言 

 

１ 転勤の必要性とその在り方の見直し               （報告P37） 

○ 転勤が必要とされるそれぞれの観点に照らし、現在のような転勤の在り方が真に

必要なのかどうか、再点検し、今後、転勤のサイクルを見直し、全体として転勤の

頻度を縮小していくことが必要である。 

 

２ 恒常的な超過勤務対策                     （報告 P38） 

○ 本府省等を中心とした恒常的な超過勤務の問題については、管理職のコスト意識

の徹底を図りつつ、仕事のやり方を見直し、業務遂行を効率化・合理化することが

不可欠である。必要な業務については明確な超過勤務命令を出して適切に超過勤務

手当を支給すべきである。 

 

この報告を受けて、人事院では、現行制度の内容や合理性について、国民に十分に理

解されるよう、説明責任を果たすとともに、改革すべき事項については、各府省、職員

団体等と意見交換を行いつつ、具体化措置に向けて早急に検討することを期待する。 

地域の公務員給与問題としては、地方公務員給与の在り方についても議論があり、地

方公共団体関係者がこの問題に適切に対処されることを期待する。 


